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事
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す
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の
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○
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改
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す
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務
局
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○
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局
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市
計
画
課
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○
東
京
の
し
ゃ
れ
た
街
並
み
づ
く
り
推
進
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
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…
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都
市
整
備
局
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○
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京
都
景
観
条
例
施
行
規
則
の
一
部
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改
正
す
る
規
則
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整
備
局
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課
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○
東
京
都
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
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都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
防
災
都
市
づ
く
り
課
）…
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○
都
市
計
画
法
に
規
定
す
る
開
発
行
為
等
の
規
制
に
係
る
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

…
…
…
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…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
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画
整
理
課
）…
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○
東
京
都
建
築
指
導
事
務
所
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
租
税
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
優
良
宅
地
認
定
事
務
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…（
同
）…
�

○
東
京
都
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
	

○
租
税
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
特
定
民
間
再
開
発
事
業
等
に
係
る
認
定
事
務
等
施
行
細
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…
	

○
東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
調
整
課
）…



○
東
京
都
建
築
指
導
事
務
所
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
東
京
都
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
��

○
東
京
都
中
高
層
建
築
物
の
建
築
に
係
る
紛
争
の
予
防
と
調
整
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
��

○
東
京
都
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
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規

則

知
事
の
所
管
す
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
等
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
十
三
号

知
事
の
所
管
す
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
等
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技

術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

知
事
の
所
管
す
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
等
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に

関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
食
品
製
造
業
等
取
締
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
東
京
都
条
例
第
百
十
一
号
）
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
庁
内
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
規
則
第
二
百
十
四
号

東
京
都
庁
内
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
庁
内
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
東
京
都
規
則
第
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
、
戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
長
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中
「様

式
第
１
号

」
を
「別

記

第
１
号
様
式

」
に
、

「（
住
所
）

（
職
業
）

（
年
令
）

（
氏
名
）

㊞

」
を

「（
住
所
）

（
氏
名
）

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
号
中
「様

式
第
２
号

」
を
「第

２
号
様
式

」
に
、
「あ

て

」
を
「宛

」
に
改
め
、

「印

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
記
様
式
第
一
号
及
び
様
式
第

二
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
庁
内
管
理
規
則
の
様
式
に
よ
る
用

紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
本
庁
舎
防
火
・
防
災
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
十
五
号

東
京
都
本
庁
舎
防
火
・
防
災
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
本
庁
舎
防
火
・
防
災
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
東
京
都
規
則
第
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
、
戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
」
を
削
る
。

別
記
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
記
様
式
の
改
正
規
定
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
本
庁
舎
防
火
・
防
災
管
理
規
則
の

様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

東
京
都
公
文
書
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
十
六
号

東
京
都
公
文
書
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
公
文
書
館
条
例
施
行
規
則
（
令
和
元
年
東
京
都
規
則
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中

「

」
を

「

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
か
ら
第
五
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

附

則
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１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
公
文
書
館
条
例
施
行
規
則
の
様
式

に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
職
員
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
十
七
号

東
京
都
職
員
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
職
員
住
宅
管
理
規
則
（
平
成
三
年
東
京
都
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
、
戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
、
戦
略
政
策
情
報

推
進
本
部
長
」
を
削
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
で
公
立
学
校
共
済
組
合
に
加
入
し
て
い
る
も
の
」
を
「
（
東
京
都
立
学
校
事
務

職
員
等
の
職
名
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
五
十
二
号
）
別
表
四
の

項
に
定
め
る
技
能
系
の
職
に
あ
る
者
を
除
く
。
）
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
中
「
で
公
立
学
校
共
済
組
合
に
加
入
し
て
い
る
も
の
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
都
市
計
画
公
聴
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
十
八
号

東
京
都
都
市
計
画
公
聴
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
都
市
計
画
公
聴
会
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
東
京
都
規
則
第
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
二
項
中
「
及
び
押
印
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
の
し
ゃ
れ
た
街
並
み
づ
く
り
推
進
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
十
九
号

東
京
の
し
ゃ
れ
た
街
並
み
づ
く
り
推
進
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
の
し
ゃ
れ
た
街
並
み
づ
く
り
推
進
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
東
京
都
規
則
第
百
九
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
三
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
四
号
様
式
の
二
及
び
第
四
号
様
式
の
三
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
七
号
様
式
及
び
第
八
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
「フ

ァ
ク
シ
ミ
リ

（

）
」
を
削

る
。別

記
第
八
号
様
式
の
二
か
ら
第
八
号
様
式
の
四
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
九
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
九
号
様
式
の
二
及
び
第
九
号
様
式
の
三
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
号
様
式
か
ら
第
十
二
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
「フ

ァ
ク
シ
ミ
リ

（

）
」
を
削
る
。

別
記
第
十
九
号
様
式
及
び
第
二
十
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
「フ

ァ
ク
シ
ミ
リ

（

）
」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
三
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
の
し
ゃ
れ
た
街
並
み
づ
く
り
推
進
条

例
施
行
規
則
別
記
第
三
号
様
式
か
ら
第
四
号
様
式
の
三
ま
で
、
別
記
第
七
号
様
式
か
ら
第
十
五
号
様
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式
ま
で
及
び
別
記
第
十
九
号
様
式
か
ら
第
二
十
三
号
様
式
ま
で
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も

の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
景
観
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
二
十
号

東
京
都
景
観
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
景
観
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
東
京
都
規
則
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式

（１面）
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式

（注意）
２
中
「わ

か
る

」
を
「分

か
る

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中
「あ

て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
四
号
様
式
()表
及
び
第
五
号
様
式
()表
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中
「あ

て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
七
号
様
式

（１面）
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
八
号
様
式
()表
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式

（注意）
２
中
「す

べ
て

」
を
「全

て

」
に
改
め
る
。

別
記
第
九
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
十
号
様
式
及
び
第
十
一
号
様
式
中
「あ

て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
中
「き

損

」
を
「毀

損

」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
か
ら
第
十
五
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
十
六
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「第

３５条
第
２
項

」
を
「第

２８条
第
２
項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
七
号
様
式
()表
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
十
八
号
様
式
及
び
第
十
九
号
様
式
中
「あ

て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
中
「あ

て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
()表
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
三
号
様
式
中
「き

損

」
を
「毀

損

」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
四
号
様
式
及
び
第
二
十
五
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
六
号
様
式
()表
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
七
号
様
式
中
「あ

て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
り
、
「き

損

」
を
「毀

損

」

に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
中
「あ

て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
景
観
条
例
施
行
規
則
の
様
式
に
よ

る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
二
十
一
号

東
京
都
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
一
年

東
京
都
規
則
第
百
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「係

員
印

」
を
「担

当
者
名

」
に
改
め
、
同
様
式
注
１
を
削
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り
、
注
２
を
注
１
と
し
、
注
３
を
注
２
と
し
、
注
４
を
注
３
と
す
る
。

別
記
第
六
号
様
式
及
び
第
七
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「係

員
印

」
を
「担

当
者
名

」
に
改
め
、
同
様
式
注
１
を
削

り
、
注
２
を
注
と
す
る
。

別
記
第
九
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「係

員
印

」
を
「担

当
者
名

」
に
改
め
、
同
様
式
注
１
を
削

り
、
注
２
を
注
１
と
し
、
注
３
を
注
２
と
す
る
。

別
記
第
十
号
様
式
中
「係

員
印

」
を
「担

当
者
名

」
に
改
め
、
同
様
式
注
１
を
削
り
、
注
２
を
注
と

す
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
注
１
を
削
り
、
注
２
を
注
と
す
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
か
ら
第
十
七
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
八
号
様
式
中
「係

員
印

」
を
「担

当
者
名

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
九
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
三
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
四
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
五
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
六
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
七
号
様
式
及
び
第
二
十
八
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
九
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
三
十
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「さ

れ
、
押
印
の
あ
る

」
を
「さ

れ
た

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区

の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要

の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

都
市
計
画
法
に
規
定
す
る
開
発
行
為
等
の
規
制
に
係
る
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布

す
る
。令

和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
二
十
二
号

都
市
計
画
法
に
規
定
す
る
開
発
行
為
等
の
規
制
に
係
る
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

都
市
計
画
法
に
規
定
す
る
開
発
行
為
等
の
規
制
に
係
る
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
五
年
東
京
都
規
則
第

百
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「（

許
可
権
者
名
）

」
を
「東

京
都
知
事

」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
り
、
同
様

式
備
考
３
を
削
り
、
同
様
式
備
考
中
４
を
３
と
し
、
５
か
ら
７
ま
で
を
４
か
ら
６
ま
で
と
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
二
及
び
別
記
第
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
の
二
及
び
別
記
第
二
号
様
式
の
三
中
「（

同
意
権
者
名
）

」
を
「東

京
都
知
事

」

に
改
め
、
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「（

許
可
権
者
名
）

」
を
「東

京
都
知
事

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
四
号
様
式
の
二
中
「（

許
可
権
者
名
）

」
を
「東

京
都
知
事

」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中
「（

承
認
権
者
名
）

」
を
「東

京
都
知
事

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
「
う
け
た
」
を
「
受
け
た
」
に
、
「
附
し
た
」
を
「
付
し

た
」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
中
「
附
近
」
を
「
付
近
」
に
、
「
う
け
て
」
を
「
受
け
て
」
に
改
め
る
。

別
記
第
九
号
様
式
中
「（

許
可
権
者
名
）

」
を
「東

京
都
知
事

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
中
「（

同
意
権
者
名
）

」
を
「東

京
都
知
事

」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
中
「（

許
可
権
者
名
）

」
を
「東

京
都
知
事

」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
中
「（

承
認
権
者
名
）

」
を
「東

京
都
知
事

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
都
市
計
画
法
に
規
定
す
る
開
発
行
為
等
の

規
制
に
係
る
施
行
細
則
別
記
第
一
号
様
式
、
別
記
第
一
号
様
式
の
二
、
別
記
第
二
号
様
式
か
ら
別
記

第
二
号
様
式
の
三
ま
で
、
別
記
第
四
号
様
式
、
別
記
第
四
号
様
式
の
二
、
別
記
第
六
号
様
式
、
別
記
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第
八
号
様
式
、
別
記
第
九
号
様
式
、
別
記
第
十
一
号
様
式
、
別
記
第
十
二
号
様
式
及
び
別
記
第
十
三

号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

東
京
都
建
築
指
導
事
務
所
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
二
十
三
号

東
京
都
建
築
指
導
事
務
所
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
建
築
指
導
事
務
所
長
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
東
京
都
規
則
第
二
百
六
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
十
二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二

年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲

げ
る
事
務

イ

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
開
発
行
為
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

法
第
十
三
条
（
法
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
許

可
に
お
け
る
条
件
の
付
加
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

法
第
十
五
条
（
法
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
特

定
開
発
行
為
に
係
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
と
の
協
議
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

法
第
十
六
条
第
二
項
（
法
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
許
可
又
は
不
許
可
の
通
知
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
開
発
行
為
の
変
更
の
許
可
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
軽
微
な
変
更
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
対
策
工
事
等
の
完
了
届
の
受
理
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
検
査
及
び
検
査
済
証
の
交
付
並
び
に
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
対
策
工
事
等
の
完
了
の
公

告
に
関
す
る
こ
と
。

ト

法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
対
策
工
事
等
の
廃
止
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

チ

法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
監
督
処
分
等
に
関
す
る
こ
と
。

リ

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

ヌ

法
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
又
は
資
料
の
提
出
の
要
求
、
助
言
及
び
勧
告
に
関
す
る
こ

と
。附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

租
税
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
優
良
宅
地
認
定
事
務
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
二
十
四
号

租
税
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
優
良
宅
地
認
定
事
務
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

租
税
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
優
良
宅
地
認
定
事
務
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
九
年
東
京
都
規
則
第
五
十

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
六
号
中
「
第
十
三
条
の
三
第
十
項
第
二
号
」
を
「
第
十
三
条
の
三
第
九
項
第
二

号
」
に
、
「
第
二
十
一
条
の
十
九
第
十
一
項
第
二
号
」
を
「
第
二
十
一
条
の
十
九
第
十
項
第
二
号
」
に

改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
及
び
第
一
号
様
式
の
二
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
の
二
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
の
二
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
五
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
優
良
宅
地
認

定
事
務
施
行
細
則
の
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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東
京
都
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
二
十
五
号

東
京
都
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
五
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「係

員
印

」
を
「担

当
者
名

」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
二
中
「㊞

」
を
削
り
、
「係

員
印

」
を
「担
当
者
名

」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
三
中
「㊞

」
を
削
り
、
「係

員
印

」
を
「担
当
者
名

」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
四
及
び
第
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
細
則
別

記
第
一
号
様
式
か
ら
第
二
号
様
式
ま
で
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を

加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

租
税
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
特
定
民
間
再
開
発
事
業
等
に
係
る
認
定
事
務
等
施
行
細
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
二
十
六
号

租
税
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
特
定
民
間
再
開
発
事
業
等
に
係
る
認
定
事
務
等
施
行
細
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

租
税
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
特
定
民
間
再
開
発
事
業
等
に
係
る
認
定
事
務
等
施
行
細
則
（
昭
和
五
十

九
年
東
京
都
規
則
第
百
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
二
十
条
の
二
第
十
三
項
」
を
「
第
二
十
条
の
二
第
十
四
項
」
に
、
「
第
十
六
項
」
を

「
第
十
七
項
」
に
、
「
第
三
十
八
条
の
四
第
二
十
二
項
」
を
「
第
三
十
八
条
の
四
第
二
十
四
項
」
に
改

め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
二
十
条
の
二
第
十
三
項
」
を
「
第
二
十
条
の
二
第
十
四
項
」
に
、
「
第
三
十

八
条
の
四
第
二
十
二
項
」
を
「
第
三
十
八
条
の
四
第
二
十
四
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
第
二
十
五
条
の
四
第
十
六
項
」
を
「
第
二
十
五
条
の
四
第
十
七
項
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
号
中
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
一
号
」
を
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
二

号
」
に
、
「
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
一
号
」
を
「
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
二
号
」
に
改

め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「第

２０条
の
２
第
１３項

第
３８条

の
４
第
２２項

」
を
「第

２０条
の
２
第
１４項

第
３８条

の
４
第
２４項

」
に
改

め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
二
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
三
中
「㊞

」
を
削
り
、
「第

２５条
の
４
第
１６項

」
を
「第

２５条
の
４
第
１７項

」

に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
四
及
び
第
一
号
様
式
の
五
中
「㊞

」
及
び
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「第

２０条
の
２
第
１３項

第
３８条

の
４
第
２２項

」
を
「第

２０条
の
２
第
１４項

第
３８条

の
４
第
２４項

」
に
改
め
、
「印

」
を
削

る
。別

記
第
三
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「第

２５条
の
４
第
１６項

」
を
「第

２５条
の
４
第
１７項

」
に
改
め
、
「印

」
を
削

る
。別

記
第
五
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
特
定
民
間
再

開
発
事
業
等
に
係
る
認
定
事
務
等
施
行
細
則
の
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
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要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
二
十
七
号

東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
規
則
第
百
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
の
四
第
二
項
第
一
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

法
第
八
十
八
条
に
掲
げ
る
工
作
物

別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
六
の
二
に
よ
る
建
築
設
備
工

事
監
理
状
況
報
告
書
（
建
築
基
準
法
第
八
十
八
条
の
工
作
物
）
並
び
に
知
事
が
別
に
定
め
る
建

築
設
備
概
要
書
及
び
建
築
設
備
工
事
監
理
状
況
調
書

第
三
十
二
条
の
表
二
の
項
中
「
、
小
平
市
」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
の
二
中
「第

１３条
第
７
項

」
を
「第

１３条
第
８
項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
の
二
の
二
中
「第

１３条
第
９
項

」
を
「第

１３条
第
１０項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
五

（注意）
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
必
要
に
応
じ
て
確
認
申
請
図
書
等
を
添
付
し
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
六

（注意）
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
必
要
に
応
じ
て
確
認
申
請
図
書
等
を
添
付
し
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
六
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
七
中
「

場
合
の

昇
降
機
検
査
資
格
者

」
を
「

場
合
の

昇
降
機
等
検
査
員

」

に
改
め
、
同
様
式

（注意）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
注
意
）

１
報
告
書
は
、
工
事
完
了
後
、
昇
降
機
工
事
監
理
者
が
作
成
し
、
完
了
検
査
ま
で
に
２

部
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
確
認
後
１
部
は
返
却
し
ま
す
の
で
、
建
築
主
の
方
が

保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

２
総
合
所
見
欄
は
昇
降
機
工
事
監
理
者
又
は
昇
降
機
等
検
査
員
等
の
所
見
を
記
述
し
て

く
だ
さ
い
。

３
建
築
設
備
士
の
意
見
を
聴
い
た
と
き
は
そ
の
旨
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

連
絡
先
（

）

４
一
般
社
団
法
人
日
本
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
協
会
が
定
め
る
工
事
完
了
検
査
試
験
成
績
表
を

添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
八
中
「

場
合
の

昇
降
機
検
査
資
格
者

」
を
「

場
合
の

昇
降
機
等
検
査
員

」

に
、
「建

築
主

」
を
「築

造
主

」
に
改
め
、
同
様
式

（注意）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
注
意
）

１
報
告
書
は
、
工
事
完
了
後
、
昇
降
機
工
事
監
理
者
等
が
作
成
し
、
完
了
検
査
ま
で
に

２
部
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
確
認
後
１
部
は
返
却
し
ま
す
の
で
、
築
造
主
の
方

が
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

２
総
合
所
見
欄
は
昇
降
機
工
事
監
理
者
又
は
昇
降
機
等
検
査
員
等
の
所
見
を
記
述
し
て

く
だ
さ
い
。

３
建
築
設
備
士
の
意
見
を
聴
い
た
と
き
は
そ
の
旨
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

連
絡
先
（

）

４
一
般
社
団
法
人
日
本
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
協
会
が
定
め
る
工
事
完
了
検
査
試
験
成
績
表
を

添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
九
中

「

建
築
主

住
所

電
話

（

）

」
を

「遊
戯
施
設
を
検
査
し
た
場
合
の

昇
降
機
等
検
査
員

氏
名

登
録
番
号

第

築
造
主

住
所

電
話

（

号）

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
別
記
第
二

十
一
号
様
式
の
二
、
第
二
十
一
号
様
式
の
二
の
二
、
第
二
十
二
号
様
式
の
五
、
第
二
十
二
号
様
式
の

六
及
び
第
二
十
二
号
様
式
の
七
か
ら
第
二
十
二
号
様
式
の
九
ま
で
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る

も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
建
築
指
導
事
務
所
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
二
十
八
号

東
京
都
建
築
指
導
事
務
所
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
建
築
指
導
事
務
所
長
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
東
京
都
規
則
第
二
百
六
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
九
号
ル
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
中
「
第

三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
ワ
中
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第

三
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
カ
中
「
第
三
十
二
条
」
を
「
第
三
十
七
条
」
に
改
め
、
同
号
ヨ
中

「
第
三
十
三
条
」
を
「
第
三
十
八
条
」
に
改
め
、
同
号
タ
中
「
第
三
十
四
条
」
を
「
第
三
十
九
条
」
に



令和3年3月31日（水曜日）東 京 都 公 報（増刊 38） １０

改
め
、
同
号
レ
中
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
ソ
中
「
第
三

十
七
条
」
を
「
第
四
十
二
条
」
に
改
め
、
同
号
ツ
中
「
第
三
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
三
条
第
一

項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
二
十
九
号

東
京
都
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
年
東

京
都
規
則
第
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
第
二
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
協
定
建
築
主
等
」
を
「
認
定
協
定
建
築
主
等
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「第

２９条
第
１
項

」
を
「第

３０条
第
１
項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
二
中
「第

２９条
第
２
項

」
を
「第

３０条
第
２
項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
号
様
式
中
「

６
耐
火
構
造
と
み
な
し
適
用

さ
れ
る
規
定

建
築
基
準
法
第
２７条

第
２
項

第
６１条

第
６２条

第
１
項

」
を
「

６
耐
火
構
造
の
み
な
し
適
用

（
建
築
基
準
法
第
２７条

第
２
項
）

有
・
無

に
改
め
、
同
様
式

（注意）
４
中
「よ

り
耐
火
構
造
と
み
な
し
適
用
さ
れ
る
規
定
に

」
を

」

「よ
る
耐
火
構
造
の
み
な
し
適
用
の
有
無
に
つ
い
て
、

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の

円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
別
記
第
一
号
様
式
、
第
一
号
様
式
の
二
及
び
第
十
号
様
式

に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
中
高
層
建
築
物
の
建
築
に
係
る
紛
争
の
予
防
と
調
整
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
三
十
号

東
京
都
中
高
層
建
築
物
の
建
築
に
係
る
紛
争
の
予
防
と
調
整
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
中
高
層
建
築
物
の
建
築
に
係
る
紛
争
の
予
防
と
調
整
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十

三
年
東
京
都
規
則
第
百
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
第
五
号
中
「
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
三
号
」
の
下
に
「
、
第
六
十
条
の
二
の
二
第

一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
項
た
だ
し
書
」
を
加
え
、
同
項
第
十
七
号
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を

「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
に
、
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式

（表面）
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中
「あ

て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
四
号
様
式

（表面）
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式

（裏面）
中
「出

席
者
名
簿
及
び

」
を
削
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
六
号
様
式
か
ら
第
八
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「あ

て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
九
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。
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別
記
第
十
号
様
式
及
び
第
十
一
号
様
式
中
「あ

て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
か
ら
第
十
六
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「あ

て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「印

」
を

削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
第
一
項
第
十
七
号
の
改
正
規
定
は
、

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
中
高
層
建
築
物
の
建
築
に
係
る
紛

争
の
予
防
と
調
整
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
別
記
第
二
号
様
式
か
ら
第
十
六
号
様
式
ま
で
に
よ
る
用

紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
三
十
一
号

東
京
都
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

東
京
都
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
八
年
東
京

都
規
則
第
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
に
、
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
を

「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
に
、
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
に
、
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
を

「
第
四
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
三
十
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
第
三
十
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
二
項
」
に
、
「
第
三
十
一
条
第
二

項
」
を
「
第
三
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
十
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
五
条

第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
「
第
三
十
条
第
三
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
三
項
」
に
、
「
第
三
十
一
条
第
二
項
」
を

「
第
三
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
第
三
十
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
各
号
」
に
、
「
第
三
十
一
条
第

二
項
」
を
「
第
三
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
中
「
第
三
十
二
条
」
を
「
第
三
十
七
条
」
に
、
「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条

第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
二
項
中
「
第
三
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
二
項
」
に
、
「
第
三
十
八
条
」

を
「
第
四
十
三
条
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
中
「
第
三
十
四
条
」
を
「
第
三
十
九
条
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
中
「
第
三
十
七
条
」
を
「
第
四
十
二
条
」
に
、
「
第
三
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
一

条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
及
び
第
一
号
様
式
の
二

（注意）
２
中
「第

２９条
第
３
項
各
号

」
を
「第

３４条
第
３
項
各

号

」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
及
び
第
一
号
様
式
の
二

（注意）
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
国
土
交
通
大
臣
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
適
切
に
評
価
で
き
る
方
法
と
認
め
る
方
法
に
よ
り
評

価
す
る
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
標
準
入
力
法
等
に
よ
る
評
価
方
法
と
み
な
し
て
計
算
し
た
額
と
す

る
。別

記
第
一
号
様
式
の
三
中
「第

３０条
第
１
項
の
規
定

」
を
「第

３４条
第
１
項
の
規
定

」
に
、
同
様
式

（注意）
２
中
「第

３０条
第
２
項

」
を
「第

３５条
第
２
項

」
に
、
同
様
式

（注意）
３
中
「第

３０条
第
１
項
各
号

」
を

「第
３５条

第
１
項
各
号

」
に
改
め
、
同
様
式

（注意）
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
国
土
交
通
大
臣
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
適
切
に
評
価
で
き
る
方
法
と
認
め
る
方
法
に
よ
り
評

価
す
る
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
標
準
入
力
法
等
に
よ
る
評
価
方
法
と
み
な
し
て
計
算
し
た
額
と
す
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る
。別

記
第
一
号
様
式
の
四
中
「第

３０条
第
１
項

」
を
「第

３４条
第
１
項

」
に
改
め
、
同
様
式

（注意）
２
中

「第
３０条

第
２
項

」
を
「第

３５条
第
２
項

」
に
改
め
、
同
様
式

（注意）
３
中
「第

３０条
第
１
項
各
号

」
を

「第
３５条

第
１
項
各
号

」
に
改
め
、
同
様
式

（注意）
中
５
を
６
と
し
、
４
を
５
と
し
、
同
様
式

（注意）
３
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
国
土
交
通
大
臣
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
適
切
に
評
価
で
き
る
方
法
と
認
め
る
方
法
に
よ
り
評

価
す
る
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
標
準
入
力
法
等
に
よ
る
評
価
方
法
と
み
な
し
て
計
算
し
た
額
と
す

る
。別

記
第
一
号
様
式
の
四
別紙

（注意）
２
中
「第

３０条
第
２
項

」
を
「第

３５条
第
２
項

」
に
改
め
、
同
様
式

（注意）

３
中
「第

３０条
第
１
項
各
号

」
を
「第

３５条
第
１
項
各
号

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「第

３１条
第
１
項

」
を
「第
３６条

第
１
項

」
に
改
め
、
同
様
式

（注意）
２
中
「第

３１

条
第
２
項

」
を
「第

３６条
第
２
項

」
に
、
「第

３０条
第
２
項

」
を
「第

３５条
第
２
項

」
に
改
め
、
同
様

式
（注意）
３
中
「第

３０条
第
１
項
各
号

」
を
「第

３５条
第
１
項
各
号

」
に
改
め
、
同
様
式

（注意）
３
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

４
国
土
交
通
大
臣
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
適
切
に
評
価
で
き
る
方
法
と
認
め
る
方
法
に
よ
り
評

価
す
る
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
標
準
入
力
法
等
に
よ
る
評
価
方
法
と
み
な
し
て
計
算
し
た
額
と
す

る
。

別
記
第
二
号
様
式
の
二
中
「第

３１条
第
１
項

」
を
「第

３６条
第
１
項

」
に
改
め
、
同
様
式

（注意）
２
中

「第
３１条

第
２
項

」
を
「第

３６条
第
２
項

」
に
、
「第

３０条
第
２
項

」
を
「第

３５条
第
２
項

」
に
改
め
、

同
様
式

（注意）
３
中
「第

３０条
第
１
項
各
号

」
を
「第

３５条
第
１
項
各
号

」
に
改
め
、
同
様
式

（注意）
中
５
を
６

と
し
、
４
を
５
と
し
、
同
様
式

（注意）
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
国
土
交
通
大
臣
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
適
切
に
評
価
で
き
る
方
法
と
認
め
る
方
法
に
よ
り
評

価
す
る
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
標
準
入
力
法
等
に
よ
る
評
価
方
法
と
み
な
し
て
計
算
し
た
額
と
す

る
。別

記
第
二
号
様
式
の
二
別紙

（注意）
２
中
「第

３１条
第
２
項

」
を
「第

３６条
第
２
項

」
に
、
「第

３０条
第
２

項

」
を
「第

３５条
第
２
項

」
に
改
め
、
同
様
式
別紙

（注意）
３
及
び

（注意）
４
中
「第

３０条
第
１
項
各
号

」
を
「第

３５条
第
１
項
各
号

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中
「第

３６条
第
１
項

」
を
「第

４１条
第
１
項

」
に
改
め
、
同
様
式

（注意）
中
４
を
５
と

し
、
３
を
４
と
し
、
同
様
式

（注意）
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
国
土
交
通
大
臣
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
適
切
に
評
価
で
き
る
方
法
と
認
め
る
方
法
に
よ
り
評

価
す
る
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
標
準
入
力
法
等
に
よ
る
評
価
方
法
と
み
な
し
て
計
算
し
た
額
と
す

る
。別

記
第
四
号
様
式
中
「第

３０条
第
２
項

」
を
「第

３５条
第
２
項

」
に
、
「第

３１条
第
２
項

」
を
「第

３６条
第
２
項

」
に
、
「第

３０条
第
３
項

」
を
「第

３５条
第
３
項

」
に
改
め
る
。
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別
記
第
七
号
様
式
中
「第

３０条
第
１
項

」
を
「第

３５条
第
１
項

」
に
、
「第

３１条
第
２
項

」
を
「第

３６条
第
２
項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中
「第

３２条

」
を
「第

３７条

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
中
「第

３４条

」
を
「第

３９条

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
中
「第

３７条

」
を
「第

４２条

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
別
記
第
一
号
様
式
か
ら
第
四
号
様
式
ま
で
、
第
七
号
様
式
、
第
八

号
様
式
、
第
十
三
号
様
式
及
び
第
十
四
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の

修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



令和3年3月31日（水曜日）東 京 都 公 報（増刊 38） １４

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

五
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


